
高山市監査委員告示第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、令和７年度定期監査

（下期）の結果報告に基づく措置内容の通知があったので、同項の規定により別紙のとおり公表す

る。
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